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新型コロナウイルス感染症も 

労災保険給付の対象となります 
  

 

○ 業務により新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりま

す。 

 

○ 感染経路が特定できない場合であっても、労働基準監督署が個別の事案ごとに

業務との関連性を調査し、労災保険給付の対象となるかどうかを判断します。 

 

○ 感染後、症状が持続し（罹患後症状があり）、労働基準監督署の調査の結果、

療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となります。 

 

○ 労働者の皆様は、業種・職種を問わず、業務により新型コロナウイルスに感染

したと考えられる場合には、積極的に労働基準監督署へ労災請求していただくよ

うお願いします。 

 

○ 労災請求書には、事業主の証明が必要ですが、労災請求はあくまで労働者から

の請求行為となります。もし、請求書に会社の証明が受けられない場合は、労働

基準監督署までご相談ください。 

 

○ 事業主の皆様は、業務により新型コロナウイルスに感染したと考えられる労働

者に対して労災保険制度の周知・請求勧奨を行ってください。 
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